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特集：パワーアップ加東 
ふるさとを知り、ふるさとを愛そう③

北
播
三
大
祭
の
一
つ

佐
保
の
秋
の
大
祭
に
集
う

　
社
の
地
は
、
明
治
時
代
に
加
東
郡
役
所
（
現
在
の
明
治
館
）
が
置
か
れ
、

現
在
で
は
北
播
磨
県
民
局
な
ど
の
行
政
機
関
が
置
か
れ
る
北
播
磨
の
中
心

と
し
て
発
展
し
て
き
ま
し
た
。
 

　
過
去
を
た
ど
る
と
、
こ
の
ま
ち
は
、
一
つ
の
神
社
を
中
心
に
人
々
が
集

ま
り
、
村
を
形
づ
く
っ
た
と
い
う
歴
史
が
あ
り
ま
す
。
 

　
今
で
も
そ
こ
に
住
む
人
々
は
、
年
に
一
度
、
絢
爛
豪
華
な
屋
台
と
と
も

に
大
社
に
集
い
、
五
穀
豊
穣
と
地
域
の
発
展
を
感
謝
し
ま
す
。
 

佐
保
神
社
の
由
緒
 

社
の
地
名
の
由
来

社
の
地
名
の
由
来

　
『
佐
保
社
由
来
記
』
『
佐
保
社
略
由

来
』
『
社
記
』
『
社
伝
』
な
ど
に
よ
る

と
、
佐
保
神
社
の
歴
史
は
古
く
、
も
と

は
加
西
市
鎌
倉
峯
に
あ
り
、
か
つ
て
は

坂
合
神
社
と
呼
ば
れ
、
十
一
代
垂
仁
天

皇
二
十
三
年
の
創
建
と
伝
え
ら
れ
て
い

ま
す
。
 

　
四
十
四
代
元
正
天
皇
養
老
六
（
七
二

二
）
年
に
現
在
の
地
へ
遷
座
さ
れ
た
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。（
新
修
加
東
郡
史

よ
り
）
 

　
佐
保
神
社
は
、
北
播
磨
第
一
の
大
社

と
い
わ
れ
、
「
社
」
の
地
名
は
、
佐
保

神
社
の
門
前
町
と
し
て
発
展
し
て
き
た

こ
と
に
由
来
し
ま
す
。
 

最
盛
期
の
氏
子
は
百
余
村

最
盛
期
の
氏
子
は
百
余
村

　
佐
保
神
社
が
最
も
隆
盛
を
極
め
た
鎌

倉
時
代
に
は
、
朝
廷
や
幕
府
の
崇
敬
を

集
め
、
近
郷
の
一
般
の
民
衆
も
厚
く
信

仰
し
た
た
め
、
加
東
郡
（
現
在
の
加
東

市
と
小
野
市
）
内
外
に
百
余
村
の
氏
子

が
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
 

　
ま
た
、
八
町
（
約
八
百
七
十
メ
ー
ト

ル
）
四
方
に
内
の
鳥
居
が
、
一
里
（
約

四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
四
方
に
外
の
鳥
居

が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
現
在

も
内
の
鳥
居
の
う
ち
の
一
つ
（
西
の
鳥

居
）
が
残
っ
て
お
り
、
鳥
居
地
区
の
名

前
の
由
来
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
 

江
戸
期
に
再
興

江
戸
期
に
再
興

　
室
町
時
代
に
は
争
乱
な
ど
に
よ
り
一

時
的
に
勢
い
を
失
い
ま
す
が
、
江
戸
時

代
に
は
、
姫
路
藩
よ
り
社
領
十
石
を
寄

進
さ
れ
る
な
ど
し
て
再
興
し
ま
し
た
。
 

　
江
戸
期
の
佐
保
神
社
は
、
近
郷
の
人
々

の
生
活
の
中
心
で
あ
り
、
門
前
に
は
京

街
道
が
通
り
、
宿
屋
な
ど
も
あ
っ
て
大

い
に
栄
え
た
そ
う
で
す
。
 

社
号
の
変
遷

社
号
の
変
遷

　
佐
保
神
社
の
社
号
は
、
も
と
は
「
境

之
神
」
で
あ
っ
た
も
の
が
、
「
坂
合
神

社
」
と
な
り
、
そ
の
後
に
「
佐
加
穂
神

社
」
と
呼
ば
れ
、
さ
ら
に
「
佐
保
神
社
」

に
改
め
ら
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

佐
保
神
社
の
持
つ
「
格
」

佐
保
神
社
の
持
つ
「
格
」

　
佐
保
神
社
の
格
を
表
す
言
葉
に
、「
延

喜
式
内
社（
単
に
式
内
社
と
も
い
う
）」

と
「
県
社
」
が
あ
り
ま
す
。
 

　
延
喜
式
内
社
と
は
、
延
長
五
（
九
二

七
）
年
に
記
さ
れ
た
『
延
喜
式
』
の
神

名
帳
に
「
官
社
」
と
し
て
記
載
さ
れ
た

全
国
の
神
社
を
指
し
ま
す
。
こ
れ
に
記

載
が
あ
る
神
社
は
、
朝
廷
に
認
め
ら
れ

た
神
社
を
意
味
し
、
そ
の
歴
史
と
規
模

を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
 

　
一
方
、
「
県
社
」
と
は
、
明
治
時
代

の
近
代
社
格
制
度
に
よ
り
定
め
ら
れ
た

神
社
の
格
で
、
佐
保
神
社
は
、
官
国
幣

社
（
国
か
ら
捧
げ
物
を
受
け
る
神
社
）

に
次
ぐ
格
を
持
つ
県
社
（
県
か
ら
捧
げ

物
を
受
け
る
神
社
）
の
社
格
が
近
郷
で

唯
一
与
え
ら
れ
ま
し
た
。
今
も
「
縣
社

佐
保
神
社
」
の
石
碑
が
、
参
門
脇
に
建

っ
て
い
ま
す
。
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